
別に定める区域
都市計画施設等の名称 整備を施行する者 整備を行うに当たって著しく支障を及ぼすと認める区域

３・４・２７
田中青木線

富士宮市 （主）富士宮芝川線から１級市道大中里津森線まで

３・４・２５
田中阿幸地線

未定 （一）富士富士宮線から（主）富士富士宮由比線まで

３・３・８０
岳南北部幹線

未定 大岩字出水から大岩字峯谷戸まで



主要地方道富士宮芝川線から１級市道大中里津森線まで

都市計画法第５３条第１項の許可に関する取扱基準
制限区域

道路 ３・４・２７ 田中青木線

【整備施行者】

富士宮市

【区域説明】

貴船小学校

１級市道大中里津森線

（
主
）
富
士
宮
芝
川
線



一般県道富士富士宮線から主要地方道富士富士宮由比線まで

都市計画法第５３条第１項の許可に関する取扱基準
制限区域

道路 ３・４・２５ 田中阿幸地線

【整備施行者】

未定

【区域説明】

富士宮
市役所

東小学校



大岩字出水から大岩字峯谷戸まで

都市計画法第５３条第１項の許可に関する取扱基準
制限区域

道路 ３・３・８０ 岳南北部幹線

【整備施行者】

未定

【区域説明】

重林寺

(都)大岩淀師線

大岩明倫保育園


